
 

            ←この太線は、事業所対応業務です。 

【静岡市高齢者配食型見守りサービス時の安否確認手順】 

 
 

事業者（配達員）による食事配達 

安否確認 
声掛け 

不在 在宅 

① 「不在連絡票」をドア等、分か

りやすい場所に入れる。 
② 原則として、食事は持ち帰る。 
③ ルートの最終にもう一度回る。 

なお、事前に利用者との調整が

ある場合は除く。 

事業者から、当日中に利用者宅

へ電話にて安否を確認 

利用者と連絡がとれ

たため、安否確認完了 
本人と連絡が不可能 

事業者は「安否確認緊

急対応報告書」を作成 

（食事については、キャ

ンセルの手続きがなけ

れば利用者負担） 

委託料は、「安否確認

記録」報告書の提出に

より、請求分に含める 

参考までに
・ ・ ・ ・ ・

ケアマネ

ジャー等へ電話で、知

っている情報がない

か確認 

異常事態の有無

確認 

無：食事提供 有：利用者の異常事態の発見 

消防署：救急車 １１９番 

緊急連絡先、事業者事務員へ連絡 
救急隊員がかけつけるまで待機 

緊急連絡先、地域包括支援センター

又はケアマネジャーへ状態を状況

に応じて相談、報告 

在宅サービス利用の見直しや調整検討ケースへ 
二次予防事業対象、要支援→地域包括支援センター 
要介護→ケアマネジャー 

事業者→異常事態対応の報告を管轄区高

齢介護課、高齢者福祉課へ提出 

緊急性の有無 

緊急事態 緊急性無し 

緊急：命の危険、意識

があっても医療処置が

必要と判断するｹｰｽ 

退院後、 
在宅へ 

緊
急
連
絡
先
の
方

が
搬
送
先
を
確
認 

緊
急
連
絡
先
等
に
て

状
況
確
認→

完
了 

緊
急
連
絡
先
と
の
連

絡
不
可
能
。 

事業者見守り時間内 

管轄の区役所高齢介護課へ、翌日（金曜日は翌週

の月曜日）までに「安否確認緊急対応報告書」に

て報告 

駆
け
つ
け 

利用者が必要に応じて相談 

 


